
岐阜県安全・安心まちづくり懇談会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 県民が安全で安心して暮らせる、犯罪や事故のないまちづくりの推進に必

要な施策について、地域で活躍するキーパーソンの方々に現場の視点から意見を聴

くため、岐阜県安全・安心まちづくり懇談会（以下「懇談会」という。）を設置す

る。 

 （役割） 

第２条 懇談会において、次の事項について意見を聴取する。 

 一 県民が安全で安心して暮らせる地域づくりの具体策に関すること。 

  二 地域の安全を守るための活動を行う住民組織の育成と支援に関すること。 

 三  安全・安心まちづくり推進事業の県民への広報に関すること。 

 四 岐阜県安全・安心まちづくり賞選考に係る意見に関すること。 

 五  その他地域の安全に関すること。 

 （組織） 

第３条 懇談会は、委員１５名以内で組織し、知事が選任する。 

２ 懇談会に、会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が委員の中から指名する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残

任期間とする。   

２ 委員は、再任されることができる。   

 （職務） 

第５条 会長は、懇談会の進行を行う。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （懇談会） 

第６条 懇談会は、知事が招集する。 

 （関係者の出席等） 

第７条 懇談会には、必要に応じて、委員以外の関係者の出席及び、意見を求める



ことができる。 

 （事務局） 

第８条 懇談会の事務局は、岐阜県環境生活部県民生活課に置く。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営その他必要な事項は、知事が

定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年７月２３日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１６年９月３０日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１７年３月１７日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１８年２月２４日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則   

  この要綱は、平成２０年９月１９日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


